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№１９９５ 泉北教育 ２０１５年 ２月 ９日（２）

泉北教組に加入して、「評価・育成システム」をなくそう

「中原教育長のパワハラに対する 大阪府教育委員会に

真相究明と厳正処分を求める要請書」 提出しました

･････さて、昨年１０月２９日の教育委員会会議において、立川さおり教育委員が文書で、中原教育
長の自らへのパワハラを告発し、大きな衝撃が大阪をはじめ全国に広がっています。

内容は認定子ども園をめぐる中原教育長と立川委員との議会での答弁内容に関する会談の中で、「人

数は少人数が理想だと思う」と言ったことに対し、中原教育長が「何をいってるんですか。母親とか、

理想的とか、教育委員なんだから、個人の意見を（府議会の参考人答弁）披露する場ではない。課長が

用意した通りに言えば、いい」「（子どものためと言ったら）誰のおかげで、教育委員でいられるのか、

他でもない知事でしょう。その知事をいきなり刺すんですか。知事だけではない、今、進んでいる施策

も全部、無茶苦茶になる。台無しになる」など、明らかにパワハラととれる暴言を立川教育委員におこ

なったことです。

この告発をうけ、１１月７日の臨時教育委員会議では、中原教育長による

①立川委員へのパワハラ

②大阪府教育委員会事務局の職員へのパワハラ

③この間の教育委員会会議での会議のありようと威圧的発言 の３点に関し、第三者委員会の設置と

その依頼を大阪弁護士会に依頼することを決定しました。１２月２２日の教育委員会会議に、立川委員

へのパワハラに対する設置委員会からの報告書が陰山教育委員長に提出されたことが明らかになってい

ます。

大阪の教育行政の最高決議機関である教育委員会会議の教育委員等に、中原教育長が一連のパワハラ

をおこなったとすれば、そのような人物に教育そのものを語る資格がないことは明らかで、教育長の資

質そのものが問われることになります。一連のパワハラに対して、厳正な対処がなされなければならな

いことも明らかです。

同時に、中原教育長のパワハラが続く中、この１年間の教育委員会議において、実教出版の高校教科

書の条件付き採択や公立高校新入試制度、池田北高校と咲洲高校の募集停止が決定されたとすれば、大

阪の教育にとって取り返しのつかない状況が生まれていることになります。健全な大阪の教育を取り戻

すためにも、一刻も早い教育委員会の正常化が求められます。

このような重大事態に関して、貴委員会に対し次の３点での要請をおこないます。

要 請

１．中原教育長の一連のパワハラ発言に対し、真相究明をおこなうこと。
２．府民が納得する、厳正な処分をおこなうこと。
３．一刻も早い、教育委員会の正常化をおこなうこと。


